
令和７年７月２日 

 

  入札参加業者 各位 

 

御嵩町長 渡辺 幸伸（公印省略） 

 

質問回答書 

 

下記の入札について、質問がありましたので次のとおり回答します。 

 

記 

 

仕様書番号 御総行委第 7-19号 

入札件名 御嵩町役場ほか 12施設において使用する電気需給契約 

 

番号 質 問 回  答 

１ 各施設の検針日を教えてください。 検診日は毎月（１日）です。 

2 

契約期間中に建替えや増築、トランス増量や受

変電設備および引き込み位置の移設・変更等、

電力の契約に影響するような工事の予定があり

ましたら教えてください。 

設備等の移設等工事の予定はないで

すが、役場本庁舎が仮設庁舎に、伏見

小学校について今年度中に大規模改

修工事が完了する予定です。 

3 

入札前に、各施設様の、直近1年分の30分毎の

電力使用量のデータをエクセル形式でいただく

事は可能でしょうか。 

30分毎の電力使用量の Excelデー

タは提供できません。 

4 
入札書に添付する書類について、割り印などは

必要でしょうか。 不要です。 

5 
請求書をwebで確認・取得いただく事は可能で

しょうか。 WEBでの取得で問題ありません。 

6 
請求書をwebで取得いただく場合、請求書への

押印は必要でしょうか。 請求書への押印は必要ありません。 

7 

環境価値をお渡しする時期について、各年の終

わり頃にお渡しする認識で差支えございません

か。 

入札条件ではありませんので、落札

業者決定後に当該業者と時期等につ

いて協議させていただきます。 

8 

みなし小売電気事業者が、燃料費調整単価に含

む形で独自におこなう、負担軽減策によるお値

引きについてはご対応できません。それについ

てはご了承いただけますか。 

企業独自の施策については各企業の

ご判断にお任せします。 

なお、独自の算定方式に基づき燃料

費調整額を算定することは認められ

ませんので仕様書記載のとおり、燃



料費調整及び再生可能エネルギー発

電促進賦課金の単価及び適用期間は

御嵩町を供給区域とする一般送配電

事業者に準じてください。 

 


